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「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行（代行返上）する際の手続 

及び物納に係る要件・手続等について」の一部改正について 

 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律（平成 25年法律第 63号）附則第 5条第 2項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた改正前確定給付企業年金法（平成 13 年法律第 50 号）第 111 条及び第 112

条の規定による厚生年金基金から確定給付企業年金への移行（以下「代行返上」という。）

の手続きについては、「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行（代行返上）する際

の手続及び物納に係る要件・手続等について」（平成 15 年 5 月 30 日年企発第 0530001

号・年運発第 0530001号）により定められているが、今般、「厚生年金基金の解散及び

移行認可について（平成 9年 3月 31日年発第 1682号）」の改正に伴い、同通知の一部

を下記のとおり改正したので、厚生年金基金の指導について遺憾のないよう取り扱われ

たい。 

 

 

記 

 

 「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行（代行返上）する際の手続及び物納に

係る要件・手続等について」（平成 15年 5月 30日年企発第 0530001号・年運発第 0530001

号）の別紙２「申請書類一覧」及び様式３について 

 

 

 



別紙２「申請書類一覧」を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式３を次のとおり改める。 

 

 



別紙２ 別紙２

厚生年金基金から確定給付企業年金に移行（代行返上）する際の手続及び物納に係る要件・手続等について

新 旧


